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生産緑地の買取り申出手続フロー 

 

買取り申出（生産緑地法第 10 条）(※1)     買取り希望申出（法第 15 条） 

 

   故障の場合、農業に従事する                故障の場合、農業に従事する 

ことが「不可能」とする医師                ことが「困難」とする医師の 

の診断書などが必要です。                 診断書などが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

    申し出から1月以内 

    に通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

指定後３０年経過 

主たる従事者の死亡 

主たる従事者の故障 

 

市長への買取り申出 営農継続 市長への買取り希望申出 

買取らない旨の通知 買取る旨の通知 

農業従事者への 

あっせん 

価格の協議(※2) 

法律の目的に

従った適切な

管理 

農地としての

生産緑地の 

売買 

行為制限解

除(申し出か

ら3月後) 

買取る場合 買取らない場

合 

行為制限解除

されない 

ひきつづき生

産緑地として

管理      

あっせん 

成立 

あっせん 

不成立 

当該生産緑地地区 

の都市計画変更 

又は廃止 

※１ 生産緑地の所有者は市長に対し当該生産緑地を時価で買取るべき旨を

申し出ることができます。 

（時価：不動産鑑定士・官公署等の公正な鑑定評価を経た近傍類地の正

常な取引価額や公示価格を考慮して算定した相当な価額） 

※２ 価格による協議が成立しない場合は収用委員会に裁決を申請すること

になります。（土地収用法第94条第 2項） 


